
6 月 30 日隠岐郡隠岐の島町「隠岐島文化会館」におい

て「ルーラル・ミーティング in しまね（Ｈ２９）」 

～地域の農地と水を次世代に繋ぐ仕組みづくり～が開催さ

れ、県内の土地改良関係職員など２０４名の参加があり、

多面的機能支払交付金に取り組まれる活動組織からは３７組織82名の方が参加されました。 

はじめに島根県農業農村整備推進協議会理事の池田高世偉隠岐の島町長より開会の挨拶があり、続

いて「農地と水の守り手について考える」と題して、進藤金
かね

日子
ひ こ

参議院議員より日本の食糧自給率な

どをテーマに、海外赴任で感じたことや地元及び各地方での農家の方との対話の中で感じたことな

ど、ユーモアを交えた基調講演をいただきました。その後、隠岐の島町農林水産課佐々木千明課長よ

り、土地改良区の合併に取り組まれた事例について、町内の５つの土地改良区が合併する際に生じた

問題や、今後の土地改良区の役割等について意見発表がありました。また、大田市久手町土地改良区

田原洋司理事長からは、土地改良区の合併に向けて検討されている事例についての発表がありまし

た。 

 最後に「農地と水の守り人」をテーマに、進藤参議院議員、農事組合法人おくがの村(津和野町)の

糸賀盛人代表、ライスフィールド有限会社(松江市)の吉岡雅裕代表取締役、田原理事長、佐々木課長

の５名でパネルディスカッションが行われ、多面的機能支払交付金制度との協力関係や今後の担い手

の確保などそれぞれの地域性や立場での意見が活発に交わされました。 

ルーラル・ミーティングに先立ち行われた農業農村政策説明会では、農林水産省農村振興局水資源

課 植野栄治施設保全管理室長より「これからの土地改良施設の維持管理について」、農地資源課 豊
ゆたか

輝久多面的機能支払推進室長から「多面的機能支払による水と農地の保全」と題して講演がありまし

た。 

講演では、農地と水の守り手である土地改良区の組合員の高齢化や施設管理に対する意識の多様化

などによって、組織体制の弱体化が進む中で、「農地と水といった農業資源」を今後誰がどのような

方法で維持管理し、さらに向上を目指すべきかについて土地改良関係者が共通の認識を持つことの重

要性についてお話しがありました。 

参加された活動組織の皆さん、大変お疲れ様でした。

パネルディスカッション 

発言内容の要旨については、協議会のホーム

ページか、同封の文書をご覧ください。 



  「平成２9 年度活動計画相談会」が７月中旬から始まりました。今年度は資源向上（長寿命化）

に取り組まれている活動組織や平成２９年度新規組織を中心に、経理区分の一本化や自主施工など、

国から示された制度の運用や報告様式の変更を説明し、平成２９年度の活動や事務処理の参考にして

いただこうと思っています。また、長寿命化で今年度計画されている補修・更新等の内容を伺った

り、事務、会計の進め方などの相談を受けたりします。 

日頃、活動組織の皆さんには直接お会いして話を伺う機会がありませんので、この機会に活動につ

いての相談や、困りごとやご不明な点がありましたら是非ご相談ください。 

吉賀町では相談会の他に、自主施工で行われた路肩補修 

の現地を見させて頂いたり、地元の集会所でお話を伺ったり 

しました。

農地維持支払、資源向上支払（共同）に取り組まれている活動組織は、活動計画書に定めた活動を

適切に実施した上で、なおかつ資源向上支払（長寿命化）の活動に取り組むことができます。 

その際には、活動区分に関わらず経理区分を一本化することが可能です。 

●交付金の活用 

●経理区分の一本化 

     これまで                   これから 

※経理区分を一本化する場合は、活動組織の規約、金銭出納簿の様式が変更となります。 

 詳細につきましては、市町村担当者、協議会へお問い合わせください。 

・資源向上支払(長寿命化) 

・資源向上支払(共同) 

・農地維持支払 

・資源向上支払(長寿命化) 

・資源向上支払(共同) 

・農地維持支払 

・資源向上支払(共同) 

・農地維持支払 
・資源向上支払(長寿命化) 

× 
長寿命化の交付金は、農地維持、共同の活動には使えません



多面的機能支払制度では活動組織を対象に、毎年度中国四国農政局に

より「多面的機能支払交付金の抽出検査」が行われます。 

今年度は、７月に江津市、10 月に隠岐の島町、知夫村、海士町、西

ノ島町、１１月に吉賀町で検査が行われ、９活動組織が対象となってい

ます。 

検査では、農地維持支払交付金、資源向上支払交付金（共同）、及び資源向上支払交付金（長寿命

化）に係る平成２８年度の実施状況の確認が行われます。 

■ 総会が行われているか、その際に話し合われた事項を書き残したものがあるか 

■ 監査が適切に行われているか 

■ 「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」（ネットワーク通信第１０６号参照）についてど

のようなことが行われたか 

■ 活動記録や金銭出納簿の確認 金銭出納簿と領収書の照合 

■ 業者委託の場合の見積書、契約書、請求書等の確認 

■ 長寿命化で行われた施設の更新について、財産管理台帳が作成されているか 

■ 更新された施設が、市町村等へ財産譲渡されているか 

など、活動組織からの聞き取りや、場合によっては「認定農用地の保全管理状況」や「長寿命化の

施工状況」についての現地確認が行われます。 

Ｑ 排水路に大量の土砂が堆積しています。重機で撤去したいと思いますが、農地維持支払交付金を

活用し、専門業者に外注していいですか？ 

Ａ 作業委託等の外注については、該当活動が規模や技術面からみて活

動組織が実施可能な範囲を超えていると判断される場合は可能です。 

Ｑ また、草刈りを業者に作業委託して実施していいですか？ 

Ａ 上記と同様に当該活動が組織の実施可能な範囲を超えていると判断

される場合は森林組合等に作業委託することは可能です。 

  ただし、農地維持支払交付金は、水路や農道等の地域資源の基礎的な保全活動を支援するものであ

り、農地周りの小規模な草刈り活動などをすべて外部に発注することは想定していません。 

なお、高齢化によって共同作業が困難になっている場合はこの限りではありません。 

平成 28年度抽出検査 

ようこそ相談室へ 



～多面的機能支払交付金に関することは～ 

◆島根県農地・水・環境保全協議会 

〔事務局〕水土里ネット島根 

  Tel 0852-32-4141 Fax 0852-24-0848 

http://www.nouchimizu-shimane.jp 

◆島根県農林水産部農村整備課資源保全スタッフ     Tel 0852-22-6262 

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/nougyo/kojo_taisaku/ 

◆又は最寄りの各市町村担当課までお問合わせ下さい。 

第２１回しまねの農村景観フォトコンテスト作品募集中 

 今年度から、「地域活性化部門」を設け、農山村の活性化のために開催された催し 

（都市との交流イベントなど）や祭り、農地や水路・農道等施設を保全管理する共同 

活動など、より幅広く作品を募集しています。 

なお、今年度も特別審査員に俳優の佐野史郎さんをお招きして審査が行われます。 

皆さんの「しまねの農山村へのメッセージ」を写真に込めて是非ご応募ください。 

★８月･９月の予定★ 

８月１日(火) 平成２９年度機能診断・補修技術等研修会（大田市温泉津町） 

８月～９月 活動組織相談会（各市町村 随時） 

私たち若宮畑灌環境保全協議会は、ブドウ畑を中心に約 26.5ha を対象

農用地として活動に取り組んでいます。 

平成 28 年度の活動も無事終了し、3 月には一年間の活動を写真ととも

に紹介した「多面的機能支払たより」を作成して各自治会毎に全戸回覧して

います。 

取り組みも 10 年を経過し活動も地域に定着してきましたが、「たより」を

通じてより一層地域の皆さんに私たちの活動を伝えていこうと思っていま

す。

～担当者の声～ 

４月から県庁農村整備課で多面的機能支払交付金を担当しています池田です。この交付金制度については、地元

に活動組織があるため予備知識はあったのですが、実際に担当してみると「複雑な制度だなあ」と感じているとこ

ろです。 

高齢化が進行している今日、農地や集落を維持していくために、この交付金は欠かせないものと考えています。

皆様の声を聞いて使い勝手の良い制度となるよう頑張りますのでよろしくお願いします。（協議会 Ｉ）

一年間の活動を報告 

若宮畑灌環境保全協議会(出雲市) 

鳶巣環境保全協議会（出雲市） 

活動事例募集中！

あなたの組織の活動をネットワーク通信で紹介してみませんか。組織の紹介でも構いません。 
「原稿を書くのはどうも・・・」と思われれば、お話を伺ってこちらで記事をまとめます。 

「ウチの活動を紹介してみよう」と思われる方は、まずはお気軽にお電話ください。 

TEL（0852）32-4141、メール shigenhozen@shimanedoren.or.jp 
水土里ネット島根「ネットワーク通信」係まで 

第 20 回特別審査委員賞 

協議会のホームページ“ブロ

グ”でも「たより」を紹介させて

いただいています。 


